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⽔際対策は、海外で新型インフルエンザ等が発⽣した際に、病原体の国内侵⼊を完全に防ぐ
ことは困難であることを前提としつつ、国内への病原体の侵⼊や感染拡⼤のスピードをできる限り
遅らせ、国内の医療提供体制等の確保等の感染症危機への対策に対する準備を⾏う時間を
確保することを⽬的とする。

具体的には、上記の⽬的を達成するため、関係省庁が所管する
・帰国者等に対する検疫措置の強化

（隔離、停留、宿泊施設や居宅等での待機要請、健康監視、検疫を実施する空港・港の集約化等）
・⼊国制限等

（上陸拒否国・地域の指定及び同国・地域からの外国⼈の⼊国の原則停⽌、⼊国者総数の上限数の設定、査証
制限、船舶や航空機の運航制限の要請等）

等の措置について、統括庁の総合調整により迅速かつ柔軟に実施するもの。

① ⽔際対策の概要 （意義）
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② ⽔際対策の措置メニューと関係省庁

【検疫】
検疫法（昭和26年法律第201号）に基づき、国内に常在しない感染症が国内に侵⼊することを防⽌するため、帰国者及び⼊国

者（以下「帰国者等」という。）への質問票の配付等により発⽣国・地域での滞在の有無や健康状態等を確認するとともに、検査・診
察を⾏い、必要な場合には隔離・停留、宿泊施設・居宅等での待機要請、健康監視、公共交通機関不使⽤要請などの措置をとる。
【検疫を実施する空港・港の集約化】
検疫措置を適切に⾏うため、特定検疫港等を定めて集約化を図る。

検疫措置の強化

【⼊国制限（上陸拒否）】
出⼊国管理及び難⺠認定法（昭和26年政令第319号）第５条第１項第１号に基づき、感染症患者※⼜は新感染症の所⾒が

ある外国⼈の上陸を拒否する。また、上陸拒否対象国・地域を指定し、同国・地域に滞在歴のある外国⼈について、「⽇本国の利益
⼜は公安を害するおそれがあると認めるに⾜りる相当の理由がある者」として、同項第14号に基づき上陸を拒否する。
※感染症法に定める１類感染症、２類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症（感染症法の⼊院勧告・措置が可能なものに限る。）

【査証制限】
外国⼈の⼊国の原則停⽌等の政府対策本部決定に基づき、必要な査証制限（発給済み査証の効⼒停⽌・査証免除措置の停

⽌・査証審査の厳格化等）を⾏う。
【船舶・航空機の運航制限の要請】
⼊国者総数を制限する観点から、船舶・航空会社に対して、発⽣国・地域から発航・来航する船舶・航空機の運航の制限を要請す

る。
【⼊国者総数の上限数の設定・管理】
発⽣国・地域の感染状況や検疫体制等に応じ、⼊国者総数の上限数の設定・管理を⾏う。

⼊国制限等

厚労省

統括庁 ⼊管庁 外務省 厚労省

外務省

統括庁 ⼊管庁 外務省 厚労省 国交省

統括庁 ⼊管庁 外務省 厚労省 国交省

厚労省

厚労省 国交省

統括庁 ⼊管庁 外務省 厚労省

外務省

統括庁 ⼊管庁 外務省 厚労省 国交省

統括庁 ⼊管庁 外務省 厚労省



4

② ⽔際対策の措置メニューと関係省庁

【感染症危険情報】
海外安全情報として、新型インフルエンザ等危険度の⾼い感染症に関し、渡航・滞在にあたって特に注意が必要と

考えられる国・地域について発出する。

【検疫所ＨＰ等を通じた情報の発信】
検疫所ホームページ「ＦＯＲＴＨ」において、海外渡航者に対して、海外の感染症の最新の流⾏状況に係る情報提

供及び注意喚起を⾏っているほか、空港等において、ポスターの掲⽰やリーフレットを配布して情報提供・注意喚起
を⾏っている。

情報提供・注意喚起

外務省

厚労省



5

⽔際関係省庁（厚⽣労働省、出⼊国在留管理庁、国⼟交通省、外務省及び統括庁）が協調・連携して、情報の収集・発信・注意喚起、検
疫措置の強化、検疫⾶⾏場及び検疫港の集約化、⼊国制限、⼊国者総数の上限数の設定、船舶や航空機の運航⾃粛の要請、査証制限等、
それぞれの関係省庁が実施可能な措置を実施する。

上記省庁のほか、⽔際対策に関係する省庁は以下のとおり。
・警察庁（検疫実施空港及びその周辺での警戒活動、密⼊国者の対応等） ・消防庁（救急⾞を活⽤した搬送）
・海上保安庁（検疫実施港及び周辺での警戒活動、密⼊国者の対応、在外邦⼈の帰国者対応等） ・防衛省（在外邦⼈の帰国者対応）
・デジタル庁（デジタル・システムの構築・維持・管理等） ・⽂部科学省（留学邦⼈の⽀援等）
・経済産業省（ビジネス往来等のための⼊国管理等） ・観光庁（外国⼈観光客の⼊国制限の⾒直し等）
・財務省（税関）（⼊国時に必要なＣＩＱ※の⼀つ）
※ ＣＩＱ︓税関（Customs）、出⼊国管理（Immigration）、検疫（Quarantine）の頭⽂字をとって呼ばれるもの

③ ⽔際対策の体制と統括庁の役割

※新型コロナ対応時の⽔際対策総括
2020.1〜 国家安全保障局（経済班設置準備室）
2020年末〜 内閣官房副⻑官補室
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○実施状況

○⽬的

○実施内容

④ 統括庁による⽔際対策訓練

新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた累次の法令改正、政府⾏動計画や⽔際対策ガイドラインの改定、統括庁設置と内閣
官房副⻑官補室からの⽔際対策関連事務の移管などを受け、新たな制度・体制下で感染症有事の初動対応を円滑に⾏うことが
できるようにする。

⽔際関係省庁（厚⽣労働省、出⼊国在留管理庁、国⼟交通省、外務省及び統括庁）の参加により、感染症危機の発⽣を
想定したシナリオの下、政府としてとるべき措置を確認するとともに、各措置をとるために必要な⼿続及び調整事項を確認することに
より、現時点での課題を整理し、迅速な対応及び意思決定に資するものとする。（机上訓練）
具体的には、
・ 統括庁で作成した初動対応のタイムラインに沿って、初動の節⽬となる時期における対応の流れ、統括庁と関係省庁の間で発
⽣する検討依頼等を確認する。
・ 異なるシナリオに基づく訓練の積み重ねを通じて、感染症の発⽣地や性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）に応じた有事
の初動対応パッケージを作成し、蓄積する。
・ 関係省庁の参集の下、⽔際対策に関し整理が必要な論点について提起し議論する。

新型コロナと概ね同様の感染症・シナリオを想定し、初動期〜対応期初期の各フェーズにおいて各省庁でとり得る措置や、当
該措置をとるために必要な⼿続及び調整事項等について確認し、課題を共有（机上訓練）。
⽇ 時︓令和６年12⽉17⽇ 14︓00〜15︓35
参加者︓内閣感染症危機管理統括庁、厚⽣労働省、出⼊国在留管理庁、外務省、国⼟交通省

（オブザーバ︓内閣官房、警察庁、デジタル庁、財務省、防衛省）


